
1 

 

自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等の 

あり方に関する検討会 中間とりまとめ 

 

平成 25 年 12 月 20 日 

 

U０．はじめに 

本検討会では、平成 25 年 8 月 29 日の地方分権改革有識者会議に報告された地域

交通部会報告書及び平成 25 年 9 月 13 日の「国から地方公共団体への事務・権限の

移譲等に関する当面の方針について」（地方分権改革推進本部決定）を踏まえ、自

家用有償旅客運送の事務・権限の希望する市町村等への移譲に係る具体的な制度設

計、輸送の安全を確保するために必要な仕組み、地域の実情に応じた運送の実現に

向けた運用ルールの緩和や運用方法の改善等の制度の詳細設計について、専門的見

地からの検討を行ってきた。 

本中間とりまとめは、平成 25 年 10 月 8 日及び 11 月 28 日に開催された本検討会

における議論の成果に基づき、特に法律改正に関係する、希望する市町村等への事

務・権限の移譲に係る具体的な制度設計及び輸送の安全を確保するために必要な仕

組みを中心にとりまとめたものである。 

なお、自家用有償旅客運送の制度については、平成 18 年の道路運送法改正によ

る制度創設時において、 

①バス・タクシー事業によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な

輸送を確保することにつき地域の関係者が合意していること、 

②運行管理、運転者、整備管理、事故発生時の連絡等に係る必要な安全体制を確

保していること 

を、その登録の要件として運用されてきているところであり、今回の検討において

は、このような自家用有償旅客運送の制度を前提とした上で、関係する事務・権限

の移譲の観点から検討を行ってきたものである。 

 

U１．希望する市町村等への事務・権限の移譲に係る具体的な制度設計 

希望する市町村等への事務・権限の移譲に係る法制上の整理としては、事務の執行

において、道路運送法に規定する輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護を適切に

担保する観点から、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）又は都道府県知事

からの申出等に対し、必要に応じて国土交通大臣が指導・助言等を行った上で、当該

申出等を行った市町村長又は都道府県知事（指定された市町村長の管轄する区域を除

く。）を指定して、事務・権限を移譲することを基本として法制度の検討を進めるべ

きである。なお、この場合に市町村長又は都道府県知事（以下「市町村長等」という。）

が行うこととなる事務は、地方自治法第二条に規定する自治事務に区分することを基

本とすべきである。 
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U２．輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護のために必要な仕組み 

（１）移譲先となる市町村等における輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護を

図るための適切な執行体制の整備 

移譲先となる市町村（特別区を含む。以下同じ）又は都道府県（以下「市町村等」

という。）においては、事務を適切に遂行するための能力・体制が備わっているこ

とが必要である。このため、国土交通省において、移譲先となる市町村長等の指定

の基準や考え方を示すとともに、申出等の段階では輸送の安全の確保及び利用者の

利益の保護に関する事務を適切に遂行する能力・体制が整備されるに至っていない

市町村等であっても、当該事務を適切に遂行する能力・体制を速やかに整えられる

よう適切な指導・助言を行うべきである。 

なお、そのような指導・助言を受けた場合にあっても、能力・体制面で当面移譲

を受けることが困難と考えられる市町村の区域に係る事務・権限については、当該

区域を管轄する都道府県において適切に補完し、市町村に代わってその役割を果た

すことができるよう、国土交通省は当該都道府県に対して、周知や働きかけを行う

べきである。 

また、市町村運営有償運送は、実施主体が市町村となることから、市町村が

事務・権限の移譲を受けることで、実施主体と登録・監査等の事務を行う主体が

同一の自治体に帰属することとなる。このため、他の法令における運用方法を参

考に、運送を実施する部署と監査等を行う部署とで適切な役割分担がなされる

よう、国土交通省において指定の要件に考え方を示すなどの方法により、適正

な登録・監査等が実施されるようにすべきである。 

 

（２）移譲後における国と市町村等との連携 

地方分権の趣旨及び輸送の安全の確保に関する責任の所在を明確なものとす

る観点から、事務・権限の移譲後は、市町村等の責任において事務を担ってい

くべきであることは言うまでもないが、移譲後においても適切に事務が遂行さ

れるよう、国土交通省は、地方自治法に基づく助言等も活用しつつ、市町村等

の担当者との連絡を密にすることにより、専門的な知見やノウハウのみならず、

輸送の安全確保を担う責任に対する考え方なども含めて的確に継承されるよ

う、密接に連携すべきである。 

なお、輸送の安全の確保のために特に必要があり、かつ、緊急の必要がある

場合には、国土交通省において市町村長等の指定を解除することについて検討

し、その結果に基づいて解除を行うこともありうることとすべきである。 

 

U３．移譲を受けやすくするための環境整備及び国による支援のあり方 

国土交通省のアンケート調査によると、自家用有償旅客運送を行っている市

町村（1,281（回答は 1,149）市町村）のうち、事務・権限の移譲を希望する市

町村は約６％（69 市町村）であるなど、現時点で移譲を希望する市町村はまだ
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少数にとどまっている。将来的に市町村等の事務として定着させていくために

は、国土交通省において様々な支援策を講じることにより移譲を促進していく

ことが不可欠である。 

特に、アンケート調査の結果によれば、移譲を希望しない又はわからないと

回答した理由として、「業務量過多、職員疲弊の状況にある。」、「どのよう

な専門知識、事務処理、どれくらいの事務量か、また、必要要員が不明である。」

などが挙がっている。これらに対して、例えば現在、運輸支局がどれくらいの

頻度で監査しているかといったことを市町村等に示すこと等により、移譲を受

ける事務の内容及び必要性を具体的にイメージし、理解してもらうことが必要

である。 

こうした観点から、市町村等と接点の多い地方運輸局や運輸支局が中心とな

って、地域住民の移動手段の確保の必要性や自家用有償旅客運送の位置づけ・

役割に関する説明や啓発等の取組みを行うとともに、市町村等の要望をきめ細

かく把握しながら、それらを踏まえて移譲に向けた働きかけ、事務処理に関す

る知見・ノウハウ等の継承、運営協議会等の円滑な運営に向けた助言、輸送の

安全の確保に係る専門的な人材の育成等の支援を行うべきである。 

 

U４．地域の実情に応じた運送の実現に向けた運用ルールの緩和や運用方法の改善等 

（１）運用ルールの緩和 

実施主体の弾力化に関しては、実施主体の非営利性及び法人格の要件について、

自家用有償旅客運送の位置づけ並びに輸送の安全の確保及び利用者の利益の保護の

観点を踏まえ、本検討会において、市町村等や協議会による確認や合意を前提とす

るスキームの導入など、引き続き制度の詳細の検討を進めていくこととする。 

旅客の範囲の拡大については、生活支援ボランティア、障害を有しない者であっ

て地域住民のうち特別に市町村長が必要と認めた者及び事業者によるサービスの提

供が客観的に困難な場合における地域外からの訪問者などの移動手段をどのように

確保するかについて、一般旅客自動車運送事業が厳格な安全規制の下に置かれてい

ることも踏まえ、本検討会において、引き続き詳細な検討を進めていくこととする。 

なお、輸送の安全の確保に支障がない範囲で事務・権限の移譲を促進する為のイ

ンセンティブとして、運用ルールについて何らかの緩和を図ることができないかと

の点についても引き続き検討を進めていくこととする。 

 

（２）運用方法の改善 

運営協議会における協議がまちづくり、福祉、教育等の観点からも行われるよう

にするための取り組みの進め方、合意形成が法令の規定する事項以外にも必要とさ

れている事例や円滑に進みにくい事例が多い現状を改善するための取り組みの進め

方、不合理なローカルルールの是正を効果的に進めるための取り組みの進め方等に

ついて、引き続き検討を進めていくこととする。 



4 

 

 

（３）事務・権限の移譲等の制度改正の趣旨の周知徹底 

今回の制度改正の趣旨が、地域交通の現場に至るまで十分に浸透するための方策

について、検討を進めていくこととする。 

 

U５．今後の検討の方向性 

今後、最終とりまとめに向けて、移譲を受けやすくするための環境整備及び国土交

通省による支援のあり方、地域の実情に応じた運送の実現に向けた運用ルールの緩和

や運用方法の改善を中心に議論を行い、地域の実情に応じた自家用有償旅客運送の実

現に向けた方策を取りまとめることとする。 


